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〔
最
高
裁
民
訴
事
例

研
究
三
四
九
〕

判例研究

最
高
裁
平
成
九
年
七
月
一
七
日
第
一
小
法
廷
判
決

平
九
4
（
欄
塒
拒
躰
じ
胴
口
巧
さ
頭
．
）

請
求
の
【
部
に
つ
い
て
の
予
備
的
請
求
原
因
と
な
る
べ
き
事
実
を
被

告
が
主
張
し
た
場
合
に
原
告
が
こ
れ
を
自
己
の
利
益
に
援
用
し
な
く

と
も
裁
判
所
は
こ
の
事
実
を
し
ん
し
ゃ
く
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た

事
例

〔
事
実
〕
　
第
一
審
判
決
及
び
原
審
判
決
は
入
手
し
得
な
い
た
め
、
本
判

決
の
事
実
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
判
例
時
報
に
よ
れ
ば
、
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

　
X
は
、
本
件
土
地
の
賃
借
権
及
び
そ
の
地
上
に
あ
る
本
件
建
物
の
所

有
権
を
有
す
る
と
主
張
し
て
、
X
の
異
母
妹
で
あ
る
ヱ
ー
磧
に
対
し
て

は
本
件
土
地
の
賃
借
権
及
び
本
件
建
物
の
所
有
権
の
確
認
を
、
本
件
建

物
の
登
記
名
義
及
び
占
有
を
有
し
て
い
る
￥
に
対
し
て
は
本
件
建
物
の

所
有
権
移
転
登
記
手
続
及
び
明
渡
を
、
本
件
土
地
の
共
有
者
て
あ
る
鵠

1
￥
に
対
し
て
は
本
件
土
地
の
賃
借
権
の
確
認
を
訴
求
し
た
。
X
は
、

請
求
原
因
と
し
て
、
X
が
昭
和
二
一
年
こ
ろ
に
、
妥
－
積
の
先
代
A
か

ら
本
件
土
地
を
賃
借
し
、
そ
の
地
上
に
本
件
建
物
を
建
築
し
た
と
主
張

し
た
。
Y
ら
は
、
こ
れ
を
否
認
し
、
本
件
土
地
を
賃
借
し
て
本
件
建
物

を
建
築
し
た
の
は
、
X
で
は
な
く
、
X
の
亡
父
B
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
第
一
審
は
X
の
請
求
を
認
容
し
た
が
、
原
審
は
X
主
張
の
右
事
実
を

認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
く
、
か
え
っ
て
Y
ら
主
張
の
事
実
が
認
め

ら
れ
る
と
し
て
、
第
一
審
判
決
を
取
消
し
、
X
の
請
求
を
全
て
棄
却
し

た
。
そ
し
て
、
原
審
は
、
B
が
昭
和
二
九
年
四
月
五
日
に
死
亡
し
、
B

に
は
妻
C
並
び
に
X
及
び
ヱ
ー
風
を
含
む
六
人
の
子
が
あ
っ
た
（
X
は

B
の
先
妻
の
子
）
と
の
事
実
を
認
定
し
て
い
る
。

　
X
が
L
告
し
、
上
告
理
由
と
し
て
、
原
審
の
事
実
認
定
を
非
難
す
る

（
第
㎝
点
）
ほ
か
、
原
審
認
定
事
実
に
従
っ
て
も
、
X
に
は
九
分
の
一

の
法
定
相
続
分
が
あ
る
の
て
、
原
審
は
本
件
土
地
の
賃
借
権
及
び
本
件

建
物
の
所
有
権
の
九
分
の
一
の
割
合
の
権
利
に
つ
い
て
は
X
の
請
求
を

認
容
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
請
求
の
全
部
を
棄
却
し
た
こ
と
に
は
、

審
理
不
尽
の
違
法
が
あ
る
と
主
張
し
た
（
第
二
点
）
。

〔
判
決
〕
　
一
部
破
棄
差
戻
・
一
部
ヒ
告
棄
却

　
上
告
理
由
第
二
点
に
つ
い
て
。
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「
上
告
人
が
本
件
建
物
の
所
有
権
及
び
本
件
土
地
の
賃
借
権
の
各
九

分
の
一
の
持
分
を
取
得
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
予
備
的
に
右
持
分

の
確
認
等
を
請
求
す
る
の
で
あ
れ
ば
」
B
「
が
本
件
土
地
を
賃
借
し
、

本
件
建
物
を
建
築
し
た
と
の
事
実
が
そ
の
請
求
原
因
の
一
部
と
な
り
、

こ
の
事
実
に
つ
い
て
は
上
告
人
が
主
張
立
証
責
任
を
負
担
す
る
。
本
件

に
お
い
て
は
、
上
告
人
が
こ
の
事
実
を
主
張
せ
ず
、
か
え
っ
て
被
上
告

人
ら
が
こ
の
事
実
を
主
張
し
、
上
告
人
は
こ
れ
を
争
っ
た
の
で
あ
る
が
、

原
審
と
し
て
は
、
被
上
告
人
ら
の
こ
の
主
張
に
基
づ
い
て
右
事
実
を
確

定
し
た
以
上
は
、
上
告
人
が
こ
れ
を
自
己
の
利
益
に
援
用
し
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
適
切
に
釈
明
権
を
行
使
す
る
な
ど
し
た
上
で
こ
の
事
実
を

し
ん
し
ゃ
く
し
、
上
告
人
の
請
求
の
一
部
を
認
容
す
べ
き
で
あ
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
審
理
判
断
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」

（
最
高
裁
昭
和
三
八
年
九
月
八
日
判
決
民
集
二
〇
巻
七
号
＝
一
二
四

頁
）
。
「
原
審
が
こ
の
よ
う
な
措
置
を
執
る
こ
と
な
く
前
記
の
よ
う
に
判

断
し
た
こ
と
に
は
審
理
不
尽
の
違
法
が
あ
り
、
こ
の
違
法
が
原
判
決
の

結
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
判

決
の
う
ち
別
紙
記
載
の
部
分
は
破
棄
を
免
れ
ず
、
右
部
分
に
つ
き
、
被

上
告
人
ら
の
抗
弁
等
に
つ
い
て
更
に
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
、
本
件

を
原
審
に
差
し
戻
す
こ
と
と
」
す
る
。

　
本
判
決
に
は
次
の
よ
う
な
藤
井
正
男
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
あ
る
。

　
「
あ
る
当
事
者
が
訴
訟
上
自
己
に
不
利
益
な
事
実
を
陳
述
し
た
と
き
、

相
手
方
が
そ
の
陳
述
を
援
用
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
は

こ
れ
を
訴
訟
資
料
と
し
て
勘
酌
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
理
論
は
、
「
原

告
の
場
合
と
被
告
の
場
合
と
を
区
別
せ
ず
、
請
求
原
因
に
つ
い
て
で
あ

ろ
う
と
抗
弁
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
と
、
等
し
く
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
妥

当
す
る
と
い
う
の
が
、
一
般
的
な
理
解
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
本

件
で
は
、
被
上
告
人
ら
の
陳
述
し
た
『
父
の
取
得
、
死
亡
』
の
事
実
は
、

上
告
人
の
所
有
権
等
の
全
部
を
理
由
あ
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
く
そ
の

一
部
（
九
分
の
一
の
共
有
又
は
準
共
有
持
分
）
を
基
礎
づ
け
る
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
（
準
）
共
有
持
分
権
は
所
有
権
等
の
割
合
的

一
部
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
共
有
物
の
利
用
管
理
等
に
つ
い
て
は
、
単

一
の
所
有
権
等
と
は
異
な
る
種
々
の
制
約
が
あ
り
、
単
純
な
分
量
的
一

部
と
は
い
え
な
い
。
訴
訟
物
と
し
て
は
所
有
権
等
の
中
に
包
含
さ
れ
て

い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
被
上
告
人
ら
が
持
分
権
の
取
得
原
因
事
実

を
先
行
的
に
陳
述
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
裁
判
所
が
、
上
告
人
に

何
ら
の
釈
明
も
求
め
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
所
有
権
等
の
分
量
的
一
部

と
し
て
共
有
持
分
権
の
限
度
で
こ
れ
を
認
容
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
な
ら
ば
、
当
事
者
、
殊

に
被
上
告
人
ら
に
と
っ
て
は
、
予
期
し
な
い
不
意
打
ち
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
相
続
分
の
限
度
で
の
｝
部
認
容
判
決
を
す
る
た
め

に
は
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
上
告
人
に
対
し
、
九
分
の
一
の
共
有
持
分

権
の
限
度
の
請
求
と
し
て
も
こ
れ
を
維
持
す
る
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
釈
明
を
求
め
た
上
、
予
備
的
に
請
求
の
趣
旨
を
変
更
さ
せ
る

措
置
を
と
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
な
措
置
を
と
ら

な
い
ま
ま
で
、
上
告
人
の
所
有
権
等
の
取
得
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る

請
求
棄
却
の
判
決
を
し
、
こ
れ
が
確
定
し
た
と
き
は
、
上
告
人
は
目
的
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物
の
所
有
権
等
を
有
し
な
い
と
の
判
断
に
つ
き
既
判
力
が
生
じ
る
か
ら
、

上
告
人
が
右
判
決
の
既
判
力
の
標
準
時
以
前
に
生
じ
た
所
有
権
等
の
一

部
た
る
共
有
持
分
権
の
取
得
原
因
事
実
、
す
な
わ
ち
亡
父
の
遺
産
の
相

続
の
事
実
を
再
訴
で
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
」
（
最
高
裁
平
成
九
年
三
月
一
四
日
判
決
）
。
「
そ
う
し
た
事
態
は
な

る
べ
く
起
こ
ら
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
」
。

　
「
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
が
常
に
当
然
に
釈
明
義
務
を
負

う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
件
に
お
い
て
、
上
告

人
は
、
本
件
土
地
建
物
の
所
有
権
等
が
自
己
の
固
有
の
財
産
で
あ
る
と

す
る
主
張
に
固
執
し
、
一
、
二
審
を
通
じ
て
、
遺
産
の
共
有
持
分
の
限

度
で
の
請
求
を
す
る
気
配
を
見
せ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
と
き
に
、
裁
判
所
が
遺
産
共
有
を
前
提
と
し
て
共
有
持
分
権
の

主
張
を
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
釈
明
を
求
め
て
ま
で
、
請
求
の
一
部

を
認
め
て
や
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
か
は
一
考
を
要
す
る
。
相
続

開
始
後
年
月
を
経
て
、
他
の
相
続
人
間
で
は
格
別
の
紛
争
も
な
く
、
一

定
の
事
実
状
態
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
な
場
合
だ
と
、
裁
判
所

の
介
入
が
か
え
っ
て
紛
争
の
拡
大
を
助
長
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
も
あ

り
、
事
案
に
応
じ
た
慎
重
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」

　
記
録
に
よ
る
と
、
本
訴
は
B
死
亡
か
ら
三
六
年
後
に
提
起
さ
れ
て
お

り
、
「
相
続
紛
争
と
し
て
は
今
更
の
感
が
深
い
。
し
か
し
、
上
告
人
は
、

被
上
告
人
ら
の
主
張
に
対
す
る
反
論
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
仮
に
被
上

告
人
ら
の
い
う
よ
う
な
本
件
土
地
建
物
が
亡
父
の
遺
産
で
あ
る
と
す
る

な
ら
遺
産
分
割
協
議
は
未
了
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で

　
あ
り
、
遺
産
と
さ
れ
た
場
合
の
法
律
関
係
の
こ
と
も
一
応
念
頭
に
あ
っ

　
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
平
成
元
年
の
母
」
C
の
死

　
亡
後
に
ヱ
ー
ヱ
及
び
D
（
一
審
相
被
告
）
問
で
「
遺
産
を
め
ぐ
る
紛
争

　
が
起
こ
っ
て
お
り
、
本
件
土
地
建
物
の
所
有
権
等
の
帰
属
は
今
な
お
未

　
解
決
の
状
態
に
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
に
お
い
て
は
父
」
B
「
の

　
死
亡
か
ら
相
当
の
年
月
を
経
て
い
る
と
は
い
え
、
事
態
は
な
お
流
動
的

　
で
あ
る
の
で
、
本
件
土
地
建
物
に
関
す
る
上
告
人
の
相
続
上
の
権
利
の

　
有
無
に
つ
い
て
、
こ
の
際
判
断
を
加
え
て
お
く
こ
と
を
躊
躇
す
る
理
由

　
は
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
拒
ん
だ
場
合
に
は
上
告
人
の
再
訴
に
お

　
け
る
主
張
が
既
判
力
で
妨
げ
ら
れ
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
も
考
慮
す
る

　
と
、
原
審
と
し
て
は
、
上
告
人
に
対
し
所
要
の
釈
明
を
求
め
て
判
断
を

　
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
で
き
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
上

　
告
人
の
共
有
持
分
権
に
関
す
る
部
分
に
つ
き
、
審
理
不
尽
、
釈
明
義
務

　
違
背
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
の
を
相
当
と
考
え
る
。
」

〔
評
釈
〕
　
本
判
決
（
法
廷
意
見
）
に
賛
成
す
る
。

一
共
同
相
続
人
間
の
所
有
権
等
に
基
づ
く
訴
訟
で
、
被
告
が
、
原

告
の
主
張
し
た
所
有
権
等
の
取
得
原
因
事
実
は
否
認
し
て
、
死
亡
し

た
被
相
続
人
が
所
有
権
等
を
取
得
し
た
事
実
を
主
張
し
た
場
合
に
つ

い
て
、
本
判
決
は
、
右
の
事
実
は
原
告
の
請
求
の
一
部
（
共
有
持
分

権
に
基
づ
く
請
求
）
に
つ
い
て
の
請
求
原
因
事
実
に
あ
た
る
の
で
、

原
告
が
右
の
事
実
を
援
用
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
適
切
に
釈
明
権

を
行
使
す
る
な
ど
し
て
こ
の
事
実
を
斜
酌
し
、
共
有
持
分
の
限
度
に
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お
け
る
請
求
の
↓
部
認
容
に
つ
い
て
審
理
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　
本
判
決
は
、
ま
ず
、
同
一
物
の
所
有
権
の
主
張
と
共
有
持
分
権
の

主
張
は
、
訴
訟
物
と
し
て
同
一
性
が
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
前
提
に

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
後
述
二
）
。
こ
の
考
え
方
に
立
つ
と
、
本

件
で
は
、
被
告
が
原
告
の
請
求
原
因
事
実
を
先
行
陳
述
し
、
原
告
が

こ
れ
を
援
用
し
な
い
場
合
に
、
判
決
の
基
礎
に
し
う
る
か
の
問
題
が

あ
り
、
本
判
決
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
（
後
述
三
）
。
更
に
、
こ
れ
を

肯
定
し
て
も
、
所
有
権
に
基
づ
く
請
求
を
共
有
持
分
の
限
度
で
一
部

認
容
す
る
こ
と
に
つ
き
、
釈
明
を
す
べ
き
か
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
き
本
判
決
の
立
場
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

釈
明
を
し
な
い
で
請
求
を
全
部
棄
却
す
る
こ
と
は
釈
明
義
務
違
反
と

し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
後
述
四
）
。

以
下
、
こ
の
三
点
に
つ
き
本
判
決
の
検
討
を
行
う
。

二
　
同
一
物
の
所
有
権
の
主
張
と
共
有
持
分
権
の
主
張
は
、
訴
訟
物

と
し
て
同
一
性
が
あ
る
と
す
る
本
判
決
の
考
え
方
は
、
以
前
に
も
示

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
最
判
昭
和
四
二
年
三
月
壬
二
日
裁
判
集

民
事
八
六
巻
六
六
九
頁
は
、
所
有
権
に
基
づ
く
請
求
に
つ
い
て
共
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

持
分
の
限
度
の
一
部
認
容
判
決
を
許
容
し
て
い
る
。
同
旨
の
下
級
審

　
　
　
　
　
（
2
｝

判
例
も
複
数
あ
る
。
ま
た
、
最
近
で
は
、
最
判
平
成
九
年
三
月
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

日
判
時
一
六
〇
〇
号
八
九
頁
が
、
既
判
力
の
問
題
と
し
て
、
所
有
権

の
存
否
と
共
有
持
分
の
存
否
に
つ
き
訴
訟
物
の
同
↓
性
を
肯
定
し
て

い
る
。
同
判
決
は
、
本
件
と
同
様
の
共
同
相
続
人
間
の
土
地
の
所
有

権
に
基
づ
く
訴
訟
で
、
被
相
続
人
の
所
有
を
認
定
し
て
請
求
を
全
部

棄
却
す
る
判
決
が
確
定
し
、
敗
訴
し
た
原
告
が
、
後
訴
で
相
続
に
よ

る
共
有
持
分
を
主
張
す
る
こ
と
は
既
判
力
に
抵
触
し
て
許
さ
れ
な
い

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
尤
も
、
同
判
決
に
つ
い
て
は
有
力
な
批
判
も

（
4
）

あ
る
。
ま
た
同
事
件
に
関
連
し
て
、
相
続
に
よ
る
共
有
持
分
権
の
主

張
と
所
有
権
の
主
張
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
疑
問
も
呈
せ
ら
れ
て

（
5
）

い
る
。
こ
の
見
解
は
、
同
事
件
の
よ
う
な
事
例
に
お
け
る
原
告
の
救

済
と
し
て
は
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
事
件
で
は

そ
も
そ
も
前
訴
で
、
共
有
持
分
を
認
め
る
一
部
認
容
判
決
が
な
さ
れ

て
い
れ
ば
、
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
よ

う
な
原
告
を
救
済
す
べ
き
事
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
相
続
に
よ
る
共

有
持
分
権
の
主
張
と
所
有
権
の
主
張
の
同
一
性
を
否
定
的
に
考
え
て

い
く
よ
り
も
、
取
得
原
因
事
実
如
何
に
関
わ
ら
ず
共
有
持
分
権
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

張
と
所
有
権
の
主
張
は
同
一
性
が
あ
る
と
み
た
う
え
で
、
最
判
平
成

九
年
三
月
一
四
日
の
事
件
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
所

有
権
に
基
づ
く
請
求
に
つ
き
共
有
持
分
の
限
度
で
理
由
が
あ
る
場
合

に
は
一
部
認
容
す
る
扱
い
を
徹
底
す
る
方
が
、
紛
争
の
一
回
的
解
決

の
見
地
か
ら
し
て
も
妥
当
に
思
わ
れ
る
。

三
　
所
有
権
の
主
張
と
共
有
持
分
権
の
主
張
は
訴
訟
物
と
し
て
同
一

で
あ
る
と
み
た
場
合
、
本
件
で
は
、
被
告
が
陳
述
し
た
被
相
続
人
の
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所
有
権
等
取
得
の
事
実
は
、
原
告
の
請
求
原
因
事
実
に
該
当
し
、
被

告
に
と
っ
て
不
利
益
な
陳
述
に
当
た
り
、
原
告
が
こ
れ
を
援
用
し
な

い
の
に
、
判
決
の
基
礎
に
し
う
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
れ

は
、
従
来
の
用
語
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
相
手
方
の
援
用
し
な
い
自

己
に
不
利
益
な
陳
述
の
問
題
で
あ
る
。
但
し
、
近
時
は
「
不
利
益
陳

述
」
（
自
己
矛
盾
陳
述
）
と
「
等
価
値
陳
述
」
の
区
別
を
明
確
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

べ
し
と
す
る
主
張
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
不
利
益
陳
述
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「
当
事
者
が
首
尾
　
貫
し
な
い
主
張
を
し
て
い
る
場
合
」
で
、
「
被
告

は
、
原
告
が
請
求
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
し
た
（
そ
れ
自
体
十
分

な
）
主
張
を
争
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
原
告
の
請
求
を
基
礎
づ
け
う

る
別
個
の
事
実
を
自
ら
陳
述
す
る
場
合
に
、
こ
の
被
告
の
陳
述
を
等

　
　
　
　
　
　
（
9
）

価
値
陳
述
」
と
い
う
。
本
件
の
被
相
続
人
の
所
有
権
等
取
得
を
い
う

被
告
の
陳
述
は
、
首
尾
一
貫
し
な
い
主
張
て
は
な
く
、
原
告
の
請
求

原
因
事
実
の
主
張
に
対
す
る
否
認
で
あ
る
と
同
時
に
、
請
求
の
一
部

を
基
礎
づ
け
る
別
個
の
事
実
を
陳
述
す
る
場
合
で
あ
る
の
で
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

用
語
法
に
よ
る
と
、
等
価
値
陳
述
に
当
た
ろ
う
。
尤
も
、
こ
れ
が
等

価
値
陳
述
で
あ
る
と
し
て
も
、
原
告
が
援
用
し
な
い
場
合
、
判
決
の

基
礎
に
し
う
る
か
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
は
違
い
が
な
い
。

　
最
高
裁
は
、
昭
和
四
一
年
九
月
八
日
判
決
民
集
二
〇
巻
七
号
二
二

一
四
頁
に
よ
り
、
所
有
権
に
基
づ
く
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
で
原
告
が

被
告
に
当
該
土
地
の
使
用
を
許
し
た
と
の
事
実
を
先
行
陳
述
し
た
事

案
に
つ
い
て
、
被
告
か
援
用
し
な
く
と
も
、
右
の
事
実
を
判
決
の
基

礎
に
す
べ
き
こ
と
を
判
示
し
て
お
り
、
本
判
決
も
こ
の
判
例
を
挙
け
、

そ
の
立
場
を
踏
襲
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
前
掲
昭
和
四
一
年
判
決
の
事
案
は
、
原
告
が
抗
弁
事
実
を
先
行
陳

述
し
た
ケ
ー
ス
て
あ
り
、
ま
た
自
己
矛
盾
陳
述
に
当
た
る
よ
う
で

（
H
）

あ
る
の
に
対
し
、
本
判
決
の
事
案
は
、
被
告
が
請
求
原
因
事
実
を
先

行
陳
述
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
ま
た
等
価
値
陳
述
に
あ
た
る
と
思
わ

れ
る
が
、
本
判
決
は
い
ず
れ
の
場
合
も
判
決
の
基
礎
に
す
べ
き
点
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
氾
）

異
な
ら
な
い
と
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
藤

井
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
必
す
し
も
明
ら
か
て
は
な
い
が
、
両
者

を
区
別
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、

原
則
と
し
て
裁
判
所
に
釈
明
義
務
か
あ
り
、
釈
明
に
よ
り
原
告
の
主

張
を
促
し
て
か
ら
で
な
い
と
判
決
の
基
礎
に
て
き
な
い
一
方
、
釈
明

義
務
が
な
い
場
合
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、
判
決
の
基
礎
に
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

い
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
通
説
は
、
相
手
方
の
援
用
し
な
い
自
己
に
不
利
益
な
陳
述
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

て
、
判
決
の
基
礎
に
な
る
と
し
、
こ
の
こ
と
は
主
張
共
通
の
原
則
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
近
時
は
、
主
張
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

通
の
原
則
に
対
す
る
再
検
討
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
見
解
も
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

更
に
松
本
教
授
は
ド
イ
ツ
の
等
価
値
陳
述
の
取
扱
を
検
討
し
、
「
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

張
共
通
の
原
則
も
無
限
定
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、

つ
♪L1
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被
告
の
等
価
値
陳
述
の
ケ
ー
ス
で
は
「
原
告
の
援
用
が
な
い
限
り
被

告
の
陳
述
に
よ
っ
て
も
請
求
を
認
容
で
き
る
と
す
る
こ
と
は
で
き

（
1
9
）

な
い
」
と
さ
れ
る
。
尤
も
、
こ
の
場
合
の
原
告
の
援
用
は
予
備
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

も
よ
く
、
緩
や
か
に
解
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
判
決
の
法
廷
意
見

は
、
通
説
に
従
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
藤
井
補
足
意
見
は
従
来

の
学
説
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
松
本
教
授
の
考

え
方
に
通
じ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
通
説
の
根
拠
は
、
弁
論
主
義
と
は
当
事
者
と
裁
判
所
の
間
の
責
任

分
配
を
定
め
る
も
の
で
、
当
事
者
間
の
責
任
分
配
を
定
め
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

は
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
松
本
教
授
の
見
解
の
根
拠
は

「
原
告
は
自
己
の
主
張
す
る
権
利
を
根
拠
づ
け
る
事
実
の
陳
述
を
要

求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
「
被
告
の
陳
述
し
た
、
原
告
の
請
求

を
根
拠
づ
け
る
事
実
を
原
告
が
援
用
し
な
い
場
合
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
原
告
の
請
求
を
認
容
す
る
判
決
を
す
る
こ
と
は
、
原
告
が
そ

れ
に
よ
っ
て
勝
訴
を
得
よ
う
と
し
な
い
事
実
に
よ
っ
て
勝
訴
を
押
し

つ
け
る
こ
と
に
帰
す
る
」
の
で
あ
っ
て
「
民
事
訴
訟
に
適
合
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

い
」
と
い
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
松
本
教
授
の
見
解
は
当
事
者
間
の
役
割
分
担
の
再
考
を
促
す
貴
重

な
指
摘
で
あ
る
が
、
原
告
の
援
用
し
な
い
被
告
の
等
価
値
陳
述
に
基

づ
く
請
求
認
容
判
決
は
勝
訴
の
押
し
つ
け
に
な
る
と
の
考
え
方
に
は

た
だ
ち
に
は
賛
成
し
が
た
い
。
原
告
が
こ
の
よ
う
な
請
求
認
容
判
決

を
拒
ん
で
い
る
場
合
は
な
る
ほ
ど
勝
訴
の
押
し
つ
け
と
な
ろ
う
が
、

こ
れ
は
処
分
権
主
義
の
問
題
と
考
え
ら
れ
よ
う
し
、
こ
の
よ
う
な
原

告
の
意
思
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
勝
訴
の
押
し
つ
け
で
民
事
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
適
合
し
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
故
に
、
松

本
教
授
の
見
解
も
、
弁
論
主
義
に
関
す
る
伝
統
的
な
理
解
を
覆
す
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

分
に
説
得
的
な
理
由
た
り
う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
素
朴
に

考
え
る
に
、
相
手
方
の
援
用
し
な
い
自
己
に
不
利
益
な
陳
述
を
判
決

の
基
礎
に
す
る
通
説
の
結
論
は
、
こ
れ
を
判
決
の
基
礎
と
し
な
い
場

合
よ
り
も
、
（
実
体
的
）
真
実
に
近
い
公
正
な
裁
判
・
国
民
の
裁
判

に
対
す
る
信
頼
の
維
持
に
資
す
る
と
思
う
。
判
決
の
基
礎
と
な
る
資

料
が
増
加
す
る
し
、
し
か
も
、
そ
れ
は
、
自
己
に
不
利
益
な
陳
述
の

形
で
提
出
さ
れ
た
点
で
、
そ
う
で
な
い
場
合
よ
り
も
一
般
に
信
葱
性

（
証
拠
力
）
は
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
、
相
手

方
の
援
用
し
な
い
自
己
に
不
利
益
な
陳
述
が
判
決
の
基
礎
に
な
る
と

す
る
通
説
及
び
こ
れ
を
確
認
す
る
本
判
決
の
立
場
に
賛
成
で
あ
る
。

　
な
お
、
相
手
方
の
援
用
し
な
い
自
己
に
不
利
益
な
陳
述
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
判
決
の
基
礎
と
す
る
の
に
、
証
拠
調
べ
を
要
す
る
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

議
論
が
あ
り
、
従
来
の
有
力
説
は
肯
走
す
る
が
、
ド
イ
ッ
の
等
価
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

陳
述
の
理
論
を
範
と
し
て
証
拠
調
べ
を
不
要
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

本
判
決
は
「
被
上
告
人
ら
の
こ
の
主
張
に
基
づ
い
て
『
右
事
実
を
確

定
し
た
以
上
』
は
、
上
告
人
が
こ
れ
を
自
己
の
利
益
に
援
用
し
な
か
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っ
た
と
し
て
も
」
こ
の
事
実
を
勘
酌
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
が
、
前

掲
昭
和
四
一
年
九
月
八
日
判
決
に
も
同
様
の
表
現
が
あ
り
、
昭
和
四

一
年
判
決
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
『
　
』
を
付
し
た
文
言
を
重
視
し

て
、
こ
の
昭
和
四
一
年
判
決
は
証
拠
調
べ
に
つ
き
肯
定
説
を
前
提
す

　
　
　
　
　
（
2
7
〉

る
と
解
す
る
見
解
と
、
こ
の
点
の
判
断
は
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
見

　
　
（
2
8
）

解
が
あ
る
。
故
に
、
本
判
決
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
解
釈
の
対
立
が

考
え
ら
れ
よ
う
が
、
右
の
文
言
の
み
で
、
肯
定
説
を
と
っ
た
も
の
と

判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
相
手
方
の
援
用
し
な
い
自
己
に
不
利
益
な
陳
述
も
判
決
の
基
礎

に
な
る
と
し
て
も
、
所
有
権
に
基
づ
く
請
求
を
共
有
持
分
の
限
度
で

】
部
認
容
す
る
こ
と
に
つ
き
、
釈
明
を
す
べ
き
か
の
問
題
が
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
本
判
決
の
立
場
は
必
ず
し
も
明
ら
か
て
は
な

い
。
け
れ
ど
も
、
「
適
切
に
釈
明
権
を
行
使
す
る
な
ど
し
た
上
で
」

と
述
べ
て
釈
明
に
言
及
す
る
こ
と
、
自
判
で
は
な
く
差
戻
し
を
し
て

　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
（
30
）

い
る
こ
と
、
審
理
不
尽
を
理
由
と
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
釈
明

を
し
な
い
で
請
求
を
全
部
棄
却
し
た
こ
と
に
釈
明
義
務
違
反
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

た
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
藤
井
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
原
判
決
の
釈
明
義
務
違
反
を
明
示

的
に
指
摘
し
て
お
り
、
釈
明
義
務
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
の
よ
う
に
所
有
権
に
基
づ
く
訴
訟
に

お
い
て
被
告
が
先
行
陳
述
し
た
共
有
持
分
権
の
請
求
原
因
事
実
を
原

告
が
援
用
し
な
い
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
共
有
持
分
の
限
度
で
請

求
を
維
持
す
る
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
釈
明
を
す
る
義
務
が

あ
る
と
し
、
釈
明
せ
ず
に
一
部
認
容
判
決
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
但
し
、
釈
明
義
務
は
常
に
あ
る
わ
け
て
は

な
く
、
原
告
が
単
独
所
有
権
の
主
張
に
固
執
し
て
共
有
持
分
権
の
宝

張
を
す
る
気
配
を
見
せ
て
お
ら
ず
、
「
相
続
開
始
後
年
月
を
経
て
、

他
の
相
続
人
間
で
格
別
の
紛
争
も
な
く
、
一
定
の
事
実
状
態
が
形
成

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
だ
と
、
裁
判
所
の
介
入
が
か
え
っ
て
紛
争

の
拡
大
を
助
長
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
事
案
に
応
じ
た
慎

重
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
」
と
す
る
。

　
所
有
権
に
基
づ
く
訴
訟
で
被
告
か
主
張
し
た
共
有
持
分
の
請
求
原

因
事
実
を
原
告
が
援
用
し
な
い
場
合
に
、
共
有
持
分
の
限
度
で
一
部

認
容
を
欲
す
る
か
に
つ
き
釈
明
す
る
こ
と
は
、
争
点
を
顕
在
化
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

る
た
め
に
も
、
望
ま
し
く
、
こ
の
点
に
は
殆
ど
問
題
は
な
い
よ
う
に

（
3
3
）

思
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
釈
明
は
義
務
で
あ
っ
て
、
釈
明
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訓
）

い
こ
と
は
違
法
で
、
（
旧
法
下
に
お
け
る
）
上
告
理
由
と
な
り
う
る

か
に
つ
い
て
は
、
検
討
を
要
し
よ
う
。

　
藤
井
補
足
意
見
も
い
う
よ
う
に
、
共
有
持
分
権
に
は
単
一
の
所
有

権
と
は
異
な
る
多
く
の
制
約
が
伴
う
こ
と
か
ら
、
原
告
が
所
有
権
に

基
づ
く
請
求
を
す
る
場
合
、
通
常
は
、
共
有
持
分
の
限
度
で
請
求
の

一
部
認
容
を
欲
す
る
意
思
が
あ
る
と
ま
で
解
す
る
に
は
や
や
無
理
が
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（
35
）

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
釈
明
せ
ず
に
］
部
認
容
判
決
を

す
る
と
、
原
告
に
と
っ
て
不
意
打
ち
の
裁
判
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
ろ

う
。
ま
た
同
補
足
意
見
が
い
う
よ
う
に
、
そ
の
お
そ
れ
は
被
告
の
側

に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
翻
っ
て
、
藤
井
補
足
意
見
は
、
釈
明

義
務
が
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
釈
明
を
せ
ず
に
請
求
を
全

部
棄
却
し
て
よ
い
と
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で
補
足
意
見
に

は
賛
成
で
き
な
い
。
所
有
権
に
基
づ
く
請
求
を
全
部
棄
却
す
る
判
決

が
確
定
す
れ
ば
、
所
有
権
の
主
張
と
共
有
持
分
の
主
張
は
訴
訟
物
と

し
て
同
一
性
が
あ
る
と
み
て
、
後
訴
に
お
け
る
共
有
持
分
権
の
主
張

が
既
判
力
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
る
と
の
考
え
方
を
前
提
に
す
る
と
、
後

訴
で
共
有
持
分
権
の
主
張
を
封
じ
ら
れ
る
当
事
者
の
手
続
保
障
の
見

地
か
ら
、
前
訴
に
お
い
て
相
当
の
手
当
て
を
施
す
べ
き
て
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
共
有
持
分
の
限
度
で
請
求
の
一
部
認
容
を

欲
す
る
か
に
つ
き
原
告
の
意
思
が
明
ら
か
で
は
な
い
場
合
は
、
常
に
、

釈
明
義
務
が
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
判
決
（
法
廷
意
見
）

の
立
場
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
余

地
も
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
限
り
に
お
い
て
、
本
判
決
の

立
場
に
賛
成
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
所
有
権
確
認
及
び
抹
消
登
記
請
求
を
共
有
持
分
権
の
限
度
で
一

　
　
部
認
容
し
た
原
判
決
は
、
当
事
者
が
主
張
し
な
い
共
有
を
認
め
た
点

　
　
で
旧
一
八
六
条
違
反
で
あ
る
と
す
る
上
告
を
棄
却
し
た
も
の
て
、
通

　常の

共
有
に
関
す
る
。

（
2
）
宮
城
控
判
昭
和
五
年
八
月
二
三
日
新
聞
＝
二
六
八
号
七
頁
（
相

続
に
よ
る
共
有
。
「
所
有
権
確
認
ノ
請
求
巾
ニ
ハ
通
常
共
有
権
確
認

　
ノ
請
求
ヲ
包
含
ス
ヘ
ク
単
独
ノ
所
有
権
力
認
メ
ラ
レ
サ
ル
場
合
二
於

　
テ
モ
共
有
権
ノ
認
メ
ラ
ル
ル
場
合
ハ
此
ノ
部
分
ノ
請
求
ハ
認
容
セ
ラ

　
レ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
」
（
旧
字
体
は
改
め
た
）
と
す
る
。

但
し
、
本
件
で
は
、
共
有
権
の
存
在
に
つ
き
当
事
者
問
に
争
い
な
く

　
共
有
の
登
記
も
既
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
の
所
有
権
確
認
請
求
中

　
に
は
共
有
権
の
確
認
を
包
含
す
る
と
は
認
め
が
た
く
、
仮
に
包
含
す

　
る
と
し
て
も
本
件
の
事
情
の
ト
で
は
共
有
権
確
認
を
求
め
る
法
律
L

　
の
利
益
は
な
い
と
し
て
、
請
求
を
全
部
棄
却
す
る
）
、
大
阪
地
判
昭

　和三六

年
四
月
二
二
日
行
政
裁
判
例
集
一
二
巻
四
号
六
五
（
リ
頁
（
相

続
に
よ
る
共
有
。
所
有
権
の
共
有
持
分
権
は
所
有
権
の
単
純
な
分
量

　的

一
部
と
は
い
え
な
く
と
も
、
質
的
な
一
部
と
す
る
）
、
東
京
高
判

　昭和四

］
年
一
一
月
二
五
日
判
時
四
六
九
号
四
三
頁
（
通
常
の
共
有
。

　
主
文
記
載
の
方
式
に
関
連
し
、
「
共
有
持
分
権
の
確
認
請
求
は
特
に

　単独

所
有
権
以
外
の
所
有
権
確
認
を
求
め
な
い
意
思
で
な
い
限
り
単

　独

所
有
権
確
認
請
求
の
う
ち
に
包
含
さ
れ
る
」
と
い
う
）
。

（
3
）
最
判
平
成
九
年
三
月
一
四
日
の
評
釈
に
は
、
本
研
究
会
に
よ
る

　
も
の
と
し
て
、
坂
原
正
夫
・
法
研
七
一
巻
一
二
号
一
四
四
頁
が
あ
る
。

　
そ
の
他
、
高
橋
弘
志
「
既
判
力
補
論
－
最
判
平
成
九
年
三
月
↓
四
日

　
の
検
討
1
」
法
教
二
〇
九
号
八
二
頁
以
下
、
高
見
進
・
私
法
判
例
リ

　
マ
ー
ク
ス
一
九
九
八
（
上
）
二
二
五
頁
以
、
卜
、
上
田
徹
一
郎
・
民
商
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一
一
七
巻
六
号
九
〇
五
頁
以
下
、
池
田
辰
夫
・
平
成
九
年
度
重
判
一

　
≡
二
頁
以
下
。
な
お
、
最
後
の
も
の
は
、
本
判
決
の
評
釈
も
兼
ね
る
。

　
ま
た
、
そ
れ
以
外
に
、
最
判
平
成
九
年
三
月
一
四
日
と
本
判
決
の
関

連
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
本
判
決
の
藤
井
補
足
意
見
の
他
、
本

件
解
説
・
判
時
一
六
一
四
号
七
三
頁
、
高
橋
・
前
掲
・
八
六
頁
注

　
（
4
）
。

（
4
）
　
最
判
平
成
九
年
三
月
一
四
日
に
は
福
田
博
裁
判
官
の
反
対
意
見

　
も
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
反
対
意
見
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
高

見
・
前
掲
判
批
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九
八
（
上
）
一
三
七

頁
。
上
田
・
前
掲
判
批
・
民
商
一
一
七
巻
六
号
九
二
二
頁
も
法
廷
意

　
見
に
反
対
す
る
。
「
座
り
の
悪
さ
」
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、
高

橋
・
前
掲
「
既
判
力
補
論
」
法
教
二
〇
九
号
八
四
頁
以
下
。

（
5
）
　
徳
田
和
幸
・
高
判
平
成
四
年
一
二
月
一
七
日
（
最
判
平
成
九
年

　
三
月
一
四
日
の
原
審
判
決
）
判
批
・
判
時
一
四
七
六
号
二
〇
四
頁
。

最
判
平
成
九
年
三
月
一
四
日
の
第
一
審
判
決
も
、
所
有
権
に
基
づ
く

移
転
登
記
請
求
権
と
相
続
に
よ
る
共
有
持
分
権
に
基
づ
く
所
有
権
一

部
移
転
登
記
請
求
権
と
は
質
的
に
異
な
る
と
し
（
徳
田
・
前
掲
二
〇

　
一
頁
）
、
最
判
平
成
九
年
三
月
一
四
日
福
田
反
対
意
見
も
、
通
常
の

共
有
持
分
権
の
主
張
と
相
続
に
よ
る
共
有
持
分
権
の
主
張
は
実
質
的

　
に
異
な
る
と
す
る
（
判
時
一
六
〇
〇
号
九
四
頁
）
。
な
お
、
高
橋
・

前
掲
・
法
教
二
〇
九
号
八
八
頁
以
下
参
照
。

（
6
）
　
所
有
権
確
認
訴
訟
に
お
い
て
共
有
持
分
の
限
度
で
一
部
認
容
を

許
容
す
る
前
掲
裁
判
例
に
は
、
通
常
の
共
有
と
相
続
に
よ
る
共
有
の

　
区
別
は
み
ら
れ
な
い
。
前
注
（
1
）
及
び
（
2
）
参
照
。

（
7
）
　
松
本
博
之
「
等
価
値
陳
述
の
理
論
に
つ
い
て
」
同
『
民
事
自
白

法
』
（
弘
文
堂
、
平
成
六
年
）
三
一
〇
頁
、
松
本
博
之
H
上
野
泰
男

　
『
民
事
訴
訟
法
』
（
弘
文
堂
、
平
成
一
〇
年
）
二
〇
八
頁
）
。
池
田
・

前
掲
・
平
成
九
年
度
重
判
一
二
五
頁
も
、
こ
の
区
別
に
好
意
的
で
あ

　
る
。

（
8
）
　
松
本
・
前
掲
書
三
一
〇
頁
。

（
9
）
　
松
本
H
上
野
・
前
掲
書
二
〇
八
頁
。

（
1
0
）
同
旨
、
池
田
・
前
掲
・
平
成
九
年
度
重
判
一
二
五
頁
及
び
一
二

　
六
頁
。

（
H
）
　
反
対
、
松
本
目
上
野
・
前
掲
書
二
〇
七
頁
及
び
松
本
・
前
掲
書

　
三
一
〇
頁
以
下
。

（
1
2
）
本
件
解
説
・
判
時
一
六
一
四
号
七
三
頁
参
照
。

（
1
3
）
池
田
・
前
掲
・
平
成
九
年
度
重
判
一
二
六
頁
、
本
件
解
説
・
判

　時一六

一
四
号
七
三
頁
。

（
1
4
）
兼
子
一
「
相
手
方
の
援
用
せ
ざ
る
当
事
者
の
自
己
に
不
利
な
る

陳
述
」
同
『
民
事
法
研
究
一
巻
』
（
酒
井
書
店
、
昭
和
二
五
年
）
二

　
一
三
頁
、
三
ケ
月
章
『
民
事
訴
訟
法
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
三
四
年
）

　
一
五
九
頁
、
新
堂
幸
司
『
判
例
民
事
手
続
法
』
（
弘
文
堂
、
平
成
六

年
）
二
七
四
頁
、
高
橋
宏
志
『
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
』
（
有
斐
閣
、

　
一
九
九
七
年
）
二
五
八
頁
、
上
田
徹
一
郎
『
民
事
訴
訟
法
』
（
二
版
）

　
（
法
学
書
院
、
一
九
九
七
年
）
三
〇
四
頁
等
。

（
1
5
）
高
橋
・
前
掲
書
二
五
九
頁
、
鈴
木
正
裕
「
弁
論
主
義
に
関
す
る
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諸
問
題
」
司
法
研
修
所
論
集
七
七
号
一
五
頁
、
上
田
・
前
掲
書
三
〇

　
四
頁
等
。

（
1
6
）
　
井
上
治
典
「
手
続
保
障
第
三
の
波
」
新
堂
幸
司
編
『
特
別
講
義

　
民
事
訴
訟
法
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
六
三
年
）
一
〇
〇
頁
は
、
主
張
共

　
通
の
原
則
に
つ
き
「
当
事
者
間
の
責
任
分
配
の
あ
り
方
か
ら
み
れ
ば

再
検
討
の
余
地
あ
り
」
と
す
る
。
こ
の
指
摘
に
対
し
て
、
高
橋
・
前

掲
書
二
六
〇
頁
は
「
弁
論
主
義
は
、
伝
統
的
に
、
裁
判
所
と
当
事
者

　
と
の
間
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
」
こ
と
を
強
調
し
、
当
事

者
間
の
責
任
分
配
は
「
弁
論
主
義
と
は
別
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め

　
て
お
き
た
い
」
と
す
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
で
は
弁
論
主
義
に
関
し
て

当
事
者
間
の
役
割
分
担
の
考
え
方
が
強
い
よ
う
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、

木
川
統
一
郎
『
訴
訟
促
進
政
策
の
新
展
開
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九

　
八
七
年
）
一
六
一
頁
、
鈴
木
・
前
掲
「
弁
論
主
義
に
関
す
る
諸
問

題
」
司
法
研
修
所
論
集
七
七
号
一
九
頁
参
照
。

（
1
7
）
　
ド
イ
ツ
の
等
価
値
陳
述
の
理
論
（
主
張
等
価
原
則
・
等
価
値
主

張
の
理
論
）
に
つ
い
て
は
、
松
本
・
前
掲
『
民
事
自
白
法
』
二
九
三

頁
以
下
の
他
、
木
川
・
前
掲
書
七
二
頁
以
下
及
び
一
五
七
頁
以
下
、

鈴
木
正
裕
「
相
手
方
の
援
用
し
な
い
先
行
自
白
」
井
上
治
典
他
『
演

習
民
事
訴
訟
法
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
五
七
年
）
一
〇
三
頁
以
下
参
照
。

（
1
8
）
　
松
本
・
前
掲
『
民
事
自
白
法
』
三
〇
九
頁
。

（
1
9
）
　
松
本
・
前
掲
書
三
一
二
頁
。

（
2
0
）
　
松
本
・
前
掲
書
三
〇
五
頁
乃
至
三
〇
六
頁
及
び
三
二
二
頁
参
照
。

（
2
1
）
　
前
注
（
1
4
）
。

（
2
2
）
　
松
本
・
前
掲
書
三
〇
九
頁
。

（
2
3
）
　
池
田
・
前
掲
・
平
成
九
年
度
重
判
二
一
五
頁
も
、
「
当
事
者
が

望
ま
な
い
事
実
に
よ
っ
て
勝
訴
を
押
し
つ
け
る
こ
と
に
な
る
と
の
懸

念
は
、
請
求
レ
ベ
ル
で
あ
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
的
を
射
た
も
の
か
や

　
や
疑
問
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
24
）
前
注
（
1
6
）
の
高
橋
教
授
の
見
解
参
照
。

（
2
5
）
　
兼
子
・
前
掲
論
文
二
三
一
二
頁
、
吉
村
徳
重
・
最
判
昭
和
四
一
年

九
月
八
日
判
批
・
続
民
事
訴
訟
法
百
選
一
二
〇
頁
、
上
村
明
広
・
同

判
決
判
批
・
法
経
雑
誌
一
七
巻
二
号
一
四
一
頁
。
高
橋
・
前
掲
書
三

〇
三
頁
乃
至
三
〇
四
頁
も
「
我
が
国
の
司
法
風
土
で
は
兼
子
説
の
方

　
が
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る
。

（
2
6
）
　
鈴
木
・
前
掲
「
相
手
方
の
援
用
し
な
い
先
行
自
白
」
『
演
習
民

事
訴
訟
法
』
一
〇
四
頁
、
鈴
木
・
前
掲
「
弁
論
主
義
に
関
す
る
諸
問

題
」
一
七
頁
以
下
と
く
に
二
一
頁
、
谷
口
安
平
・
福
永
有
利
編
『
注

釈
民
事
訴
訟
法
（
6
）
』
（
有
斐
閣
、
平
成
七
年
）
一
二
頁
（
佐
上

善
和
）
。
ド
イ
ツ
の
等
価
値
陳
述
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
前
注
（
1
7
）

参
照
。

（
2
7
）
　
吉
村
・
前
掲
判
批
一
二
〇
頁
。

（
2
8
）
　
鈴
木
正
裕
・
最
判
昭
和
四
一
年
九
月
八
日
判
批
・
民
商
五
六
巻

　
三
号
四
七
九
頁
以
下
（
弁
論
が
併
合
さ
れ
た
た
め
、
他
の
請
求
の
請

求
原
因
事
実
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
に
証
拠
調
べ
を
し
た
に
す
ぎ

　
な
い
か
ら
、
上
記
の
表
現
の
み
で
肯
定
説
を
と
っ
た
と
速
断
す
べ
き

　
で
な
い
と
す
る
）
。
上
村
・
前
掲
判
批
一
四
一
頁
も
同
判
決
の
立
場

118



判例研究

　
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
と
い
う
。

（
2
9
）
　
本
件
解
説
・
判
時
一
六
一
四
号
七
三
頁
に
よ
る
と
、
「
自
判
を

　
し
な
い
で
差
し
戻
し
た
の
は
、
Y
ら
が
、
遺
産
分
割
に
よ
り
C
が
本

件
の
賃
借
権
・
所
有
権
を
相
続
し
た
と
の
抗
弁
、
時
効
取
得
の
抗
弁

　
な
ど
を
主
張
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
審
理
を
尽
く
す
必
要
が

　
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
3
0
）
　
審
理
不
尽
と
釈
明
義
務
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
竹
下
守
夫
H
伊

藤
眞
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
　
（
3
）
』
（
有
斐
閣
、
平
成
五
年
）
一

　
七
〇
頁
（
松
本
博
之
）
参
照
。

（
31
）
　
反
対
、
池
田
・
前
掲
・
平
成
九
年
度
重
判
一
二
六
頁
。
池
田
教

　
授
は
「
既
判
力
に
よ
る
失
権
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
釈
明
義
務
を

構
成
す
る
と
の
命
題
ま
で
定
立
し
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
と

　
す
る
。
し
か
し
、
高
橋
・
前
掲
「
既
判
力
補
論
」
法
教
二
〇
九
号
八

　
六
頁
注
（
4
）
も
、
本
判
決
を
釈
明
義
務
違
反
の
判
例
と
み
る
よ
う

　
で
あ
る
。

（
32
）
　
本
件
解
説
・
判
時
一
六
一
四
号
七
三
頁
。
河
野
正
憲
・
最
判
昭

　
和
四
一
年
九
月
八
日
判
批
・
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
－
一
〇
八
事
件

　
二
一
九
頁
参
照
。

（
3
3
）
　
前
掲
最
判
平
成
九
年
三
月
一
四
日
の
前
訴
の
処
理
に
関
し
て
で

　
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
釈
明
を
許
す
も
の
と
し
て
、
上
田
・
前
掲
判

　
批
・
民
商
二
七
巻
六
号
九
二
二
頁
、
高
見
・
前
掲
判
批
・
私
法
判

　
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九
八
（
上
）
二
二
九
頁
。
高
橋
・
前
掲
「
既
判

　
力
補
論
」
法
教
二
〇
九
号
八
六
頁
注
（
4
）
は
、
原
告
が
相
続
に
よ

　
る
取
得
を
主
張
し
て
い
な
い
場
合
に
、
相
続
で
判
決
す
る
こ
と
は

　
「
当
事
者
の
思
い
も
よ
ら
ぬ
争
点
で
あ
る
と
す
れ
ば
問
題
で
あ
り
、

法
律
問
題
の
指
摘
（
法
的
観
点
の
指
摘
）
な
い
し
釈
明
を
裁
判
所
は

　
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
3
4
）
新
民
訴
法
で
は
、
釈
明
義
務
違
反
は
、
最
高
裁
に
対
す
る
上
告

　
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
が
、
法
令
の
解
釈
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に

当
た
る
か
と
し
て
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
高
橋
・
前
掲

　
「
既
判
力
補
論
」
法
教
二
〇
九
号
八
六
頁
注
（
4
）
参
照
。

（
3
5
）
　
上
田
・
前
掲
判
批
・
民
商
一
一
七
巻
六
号
九
二
一
一
頁
参
照
。
上

　
田
教
授
は
「
相
続
人
間
の
単
独
所
有
権
確
認
請
求
に
お
け
る
申
立
事

項
は
、
通
常
は
、
遺
産
持
分
の
一
部
認
容
は
求
め
な
い
趣
旨
と
解
す

　
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。
尤
も
、
こ
の
解
釈
は
「
請
求
棄
却
判

決
は
後
訴
で
の
遺
産
共
有
持
分
権
の
主
張
を
遮
断
す
る
も
の
で
は
な

　
い
」
（
上
田
・
前
掲
九
一
四
頁
）
と
の
解
釈
を
前
提
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
濱
し
の
ぶ
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